
     令和８年度 市県民税の申告のご案内 横 手 市 

 

 
【申告書送付先】〒013-8601 横手市中央町8番2号 横手市役所 税務課 

 

◎ 市県民税申告書を郵送する場合の注意点（令和８年３月１６日必着） 

・給与所得・年金所得の源泉徴収票・保険料控除の証明書等の写し、医療費控除の明細書・医療費通知等 

 を添付してください。  ※添付資料は返却しません。 

      ・申告書控えの送付が必要な方は、申告書の上部にチェックを入れ、切手を貼って宛先を書いた返信用封筒を 

ご用意いただき、申告書に添えて提出してください。 

      ・所得税の還付・納付については、別途税務署への確定申告が必要です。 

  

申告書は裏面の記入例または市ホームページを参考にして作成してください。 

市ホームページについては、二次元コードを読み込んでください。 

 

 

 

 

スマートフォンまたはパソコンからマイナンバーカードを利用し、eLTAX（エルタックス）のホーム 

ページ、マイナポータルおよび市ホームページを経由しての申告手続きが、令和８年度申告分より 

開始されます。手続きは市ホームページでお知らせいたしますので、二次元コードを読み込んでください。 
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(１) 営業・農業・その他事業を営んでいた方や、不動産、配当、雑、譲渡、一時所得等があった方 

※譲渡所得があった方は、税務署で申告してください。 

(２) 給与または年金所得者で、給与または年金所得以外の所得（農業所得、不動産所得、その他）があった方 

※収入が少なかった方、確定申告が必要のない方であっても市県民税の申告は必要です。 

(３) 前年中に収入がなかった方（遺族・障害者年金、失業保険等の非課税所得のみの方を含む） 

(４) 勤務先から横手市役所に給与支払報告書が提出されていない方 

上記(1)～(4)に当てはまらない場合でも、下記の場合は市県民税の申告をすることが出来ます。 

・医療費控除、扶養控除、寄附金税額控除等を受けようとする方（寄付金のワンストップ特例のみの方を除く） 
 

 

 

 

(１) 前年中の所得が給与所得のみの方で、正しく年末調整が行われた給与支払報告書が横手市役所へ提出されている方 

 (２) 税務署に所得税の確定申告をする方    

 (３) 前年中の収入がなく、他の申告者（横手市内の方のみ）の扶養親族として申告されている方 

  (４) 前年中の収入が公的年金のみで、源泉徴収票に記載されているもの以外の控除がない方 

上記(1)～(4)の場合でも、所得税の還付又は納付には確定申告が必要です。 

 

 

 

                                【お問い合わせ先】 横手市役所 税務課 TEL32-2510 

①市県民税の申告が必要な方 

②市県民税の申告が必要ない方 

令和８年1月1日現在で横手市に住所を有する方のうち、①に該当する方は市県民税の申告が必

要です。別添の申告書を作成し下記まで送付してください。 

郵送申告についてのご案内 

個人住民税電子申告 


